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第 1 はじめに～この文章の趣旨

・目的そしてその対象につ
いて～

1，以下の文章は，毎年の新司法試験論文

式試験（以下，司法試験論文試験）の実施後

に法務省ホームページで発表される刑法の出

題趣旨,採点実感を題材として，コアカリキュ

ラム（共通的な到達目標モデル・第二次修正

案の刑法部分）も参考としつつ，法科大学院

教育での刑法学において求められているもの

を考えようとするものである。具体的な期間

としては，現在のように，出題趣旨と採点実

感が併記されるようになった平成20(2008

年から平成282016)年までのものを分析の

対象とする')。
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2，ここで，あらかじめ，結論を述べる。

すなわち，刑法分野の司法試験論文試験は，

詳細な事実を交えた具体的な事例問題におい

て各人の罪責（犯罪の成否）を答案に表現す

ることが求められている。そしてそこでは，

刑法上の原理・原則，条文の趣旨ないし解釈

論といった抽象的な基本的知識を，具体的な

事例問題に対して，その事案の特殊性に応じ

て柔軟に，しかも論理一貫して答案に表現す

ることが求められている。とはいえ，前者の

刑法上の抽象的な基本知識は，とくに高度な

ものが求められているものではない。それら

はいずれも，法科大学院での習得が求められ

ているコアカリキュラムの範囲内になる。そ

れは，以下の各箇所において個々具体的に指

摘したように，各年の採点実感に問題のある

答案として具体的に指摘されているほぼすべ

てが，いずれもコアカリキュラムに学修すべ

きものとして記されていることからも明らか

である。

そして，このような司法試験論文試験にお

ける「傾向」を分析した後に必要なのは，そ

れに対する「対策」である。すなわち，法科

大学院以降の法曹養成に必要なものとは，要

するに「抽象的なもの」と「具体的なもの」

との相互連関性の意識と徹底にある。すなわ

ち，ほんとうに基礎的な刑法上の原理・原則，

1）法務省＞トップページ＞資格・採用情報＞司法試験＞司法試験のメニューから(http://www.moj.

ffo.jp/shikakusaiyoindexl.html)2016年12月1日確認。「平成20年新司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平
成21年新司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平成22年新司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平成23年新司法

試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平成24年司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平成25年司法試験論文式試験問

題出題趣旨｣，「平成26年司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平成27年司法試験論文式試験問題出題趣旨｣，「平

成28年論文式試験出題の趣旨｣。以下，平成20年ないし平成28年の各年の「出題趣旨」と略。「平成20年新司法試

験の採点実感等に関する意見（刑法)｣，「平成21年新司法試験の採点実感等に関する意見（刑法)｣，「平成22年新

司法試験の採点実感等に関する意見（刑法)｣，「平成23年新司法試験の採点実感等に関する意見（刑事系科目第

1問)｣，「平成24年司法試験の採点実感等に関する意見（刑事系科目第1間)｣，「平成25年司法試験の採点実感等

に関する意見（刑事系科目第1間)｣，「平成26年司法試験の採点実感等に関する意見（刑事系科目第1問)｣，「平

成27年司法試験の採点実感等に関する意見（刑事系科目第1間）そして「平成28年司法試験の採点実感等に関す

る意見（刑事系科目第1間)｣。以下，平成20年ないし平成28年の各年の「採点実感」と略。
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